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衆

議
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
自
衛
隊
・
米
軍
施
設
を
飛
行
禁
止
の
対
象
施
設
に
加
え
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
等
改

正
案
に
よ
る
規
制
範
囲
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
自
衛
隊
・
米
軍
施
設
を
飛
行
禁
止
の
対
象
施
設
に
加
え
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法

等
改
正
案
に
よ
る
規
制
範
囲
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
。
以
下
「
新
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

防
衛
大
臣
は
、
自
衛
隊
の
施
設
並
び
に
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基

づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
）
第
二

条
第
一
項
の
施
設
及
び
区
域
（
以
下
「
防
衛
関
係
施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
新
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
一
条
の

目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め

る
も
の
を
、
対
象
防
衛
関
係
施
設
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
赤
坂
プ
レ
ス
・
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
は
、
防
衛
関
係
施
設
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

一



二
に
つ
い
て

防
衛
省
に
お
い
て
は
、
新
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
防
衛
関
係
施
設
に
係
る
対
象

施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示
す
る
と

と
も
に
、
新
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
国
民
に
周
知
す
る
た
め
、

当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
関
す
る
地
図
を
作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

二


